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人事行政の運営等の状況
　西播磨水道企業団職員の給与や職員数、勤務条件

など、人事行政の運営状況は次のとおりです。

　　イ　退職手当(令和2年4月1日現在)

　　ウ　時間外勤務手当

　　　※　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。

　　エ　その他の手当(令和2年4月1日現在)

３ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

 (1) 勤務時間の状況(令和2年4月1日現在)

 (2) 年次休暇の状況(令和元年)

 (3) 育児休業の取得状況(令和元年度)

４ 職員の分限及び懲戒処分の状況

 (1) 分限処分の状況(令和元年度)

 (2) 懲戒処分の状況(令和元年度)

 ＜支給率＞ 自己都合 勧奨・定年

 　勤続20年 19.6695月分  24.586875月分

 　勤続25年 28.0395月分  33.27075月分

 　勤続35年 39.7575月分   47.709月分

 　最高限度額 47.709月分  47.709月分

 　その他の加算措置

 　　定年前早期退職特例措置(2 ～ 45％加算)　有

  支給総額(決算額) 職員1人当たり支給年額

 令和元年度 2,456千円 85千円

 平成30年度 3,620千円 121千円

 手 当 名 内容及び支給単価

  配偶者 6,500円/月

 
扶養手当 

子 １人につき10,000円/月

  父母等 １人につき6,500円/月

  ただし16歳～ 22歳は、5,000円加算

 住居手当 借家 28,000円/月を限度

  交通機関利用者 55,000円/月を限度

 通勤手当 自動車等利用者(２㎞以上)

   2,000円～ 31,600円/月

 
区　　分 １週間 １日

    開始時間 終了時間

 
勤務時間

 38時間 7時間 
8時30分 17時15分

  45分 45分  

 休　　憩  60分 12時00分 13時00分

 年  次  休  暇 １年間で20日以内

 平均取得日数 8.8日

 分限の種類 休職 降任・免職

 人　　数 ０人 ０人

 懲戒の種類 戒告・減給・停職・免職

 人　　数 ０人

 男　　性 女　　性 計

 ０人 ０人 ０人

１ 職員の任免及び職員数に関する状況

 (1) 級別職員数の状況(令和2年4月1日現在)

　　　※　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名
　　　　です。

２ 職員の給与の状況

 (1) 職員給与費の状況

　　 決算(令和元年度)

　　　(注)１　職員手当には、退職給与金を含みません。
　　　　　 ２　職員数は、令和2年3月31日現在の人数です。

 (2) 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況

　　 (令和2年4月1日現在)

　　　(注)　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。

 (3) 職員手当の状況

　　ア　期末手当・勤勉手当

  給　与　費 １人当た

 職員数 
給　料

 
職員手当

 期末手当 計 り給与費

 Ａ   勤勉手当 Ｂ Ｂ/Ａ

 人 千円 千円 千円 千円 千円

 36 122,671 12,458 48,977 184,106 5,114

  
純損益又は

  総費用に占め

 総費用 
実 質 収 支

 職員給与費 る職員給与費

 Ａ  　　　　Ｂ 比率　 Ｂ/Ａ

 千円 千円 千円 ％

 1,054,797 164,054 148,555 14.1

 区　　　分 行政職(－) 行政職(二)

 平 均 年 齢(歳) 40.8 38.5

 基　本　給(円) 320,335 258,417

 平均月収額(円) 459,560 359,396

 １人当たり平均支給額(令和元年度) 680千円

　＜令和元年度支給割合＞

  期末手当 勤勉手当

  6月期 1.300月分 0.950月分

 12月期 1.300月分 0.950月分

 計 2.600月分 1.900月分

 職制上の段階、職務の級等による加算措置　有

区　分

７　級

６　級

５　級

４　級

３　級

２　級

１　級

計

3

23

主任

主事、技師

2

5

0

5

4

4

標準的な職務内容 職員数（人）

部長

課長

主幹、課長補佐

係長



７ 職員の福祉及び利益の保護の状況７ 職員の福祉及び利益の保護の状況

 (1) 職員の健康管理に関する事業の実施状況

(令和元年度)

 

 

定期健康診断 受診者数　　　31人

特別健康診断 受診者数　　　０人

(2) 福利厚生の状況

(令和2年度)

 予　算　額 3,343千円 (対前年度比　 0.78％増)

 企業団補助金 740千円 (対前年度比　 2.63％減)

 会　　 費 1,236千円

 その他収入 1,367千円

 会　員　数

給料の１％

手数料等

35人 令和2年4月1日現在

　職員の福利厚生事業は、地方公務員法第４２条に基づ

いて、職員の福利厚生の増進を図る目的として西播磨水

道企業団職員共済会を組織し、会員の会費及び企業団の

補助金により給付事業、貸付事業及びレクレーションの

福利厚生事業を行っています。

　地方公務員法第３０条で、服務の根本基準として「すべて

職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、か

つ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しな

ければならない。」と規定されており、この根本基準の趣旨

を具体的に実現するため、同法は、職員に対し、法令等及び

上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密

を守る義務、職務に専念する義務、営利企業等の従事制限な

ど、服務上の強い制約を課しています。

５ 職員の服務の状況５ 職員の服務の状況

６ 職員の研修及び勤務成績の評定の状況６ 職員の研修及び勤務成績の評定の状況

 (1) 研修の概要(令和元年度)

 (2) 職員の勤務成績の評定の状況

 区　　分 派遣研修機関 受講人数

 
派 遣 研 修

 兵庫県自治研修所、 
延44人

播磨自治研修協議会など

　勤務評定は、職員の能力開発及び人材育成に資することを

目的とし、全職員を対象に勤務成績の評定を行っており、そ

の結果は、昇任、給料（昇格、昇給）、勤勉手当に反映反映

しています。

　職員の健康保持と疾病予防のため、定期的に職員の健

康診断を行っています。


